
 

 

 

 

第１４２回香川県都市計画審議会議事録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：令和４年８月２３日（火） 

１３時３０分から１３時５０分 

場所：香川県庁 本館２１階 特別会議室 



 

第１４２回香川県都市計画審議会議事録 

 

１．会議の日時及び場所 

（１）日 時 令和４年８月２３日（火）１３時３０分から１３時５０分 

（２）場 所 香川県庁 本館２１階 特別会議室 

 

２．出席委員の氏名 

（１）委  員 

１号委員 

北村 亜矢子、池田 幸代、吉田 洋子、田村 照栄、白木 渡、柴田 潤子 

２号委員 

山本 徹弥（代理 加賀谷 純）、荒瀬 美和（代理 黒木 賢二郎） 

４号委員 

香川 芳文 

５号委員 

    佐藤 好邦 

   

以上 １０名 

３．定足数の確認 

条例第５条第１項に基づき、委員の２分の１以上が出席し、会議の定足数を満たして

いることを確認する。 

 

４．会長の選定 

  条例第４条第１項に基づき、１号委員から白木委員を会長と定める。 

 

５．議長の就任 

  運営規定第４条に基づき、白木会長が香川県都市計画審議会の議長に就任する。 

 



６．会議の公開の確認 

運営規程第５条第１項に基づき、議長が会議を公開で行うことを確認する。 

 

７．議事録署名人指名 

運営規程第７条第２項に基づき、議長が柴田委員と香川委員を議事録署名人に指名す

る。 

 

８．会長代理の指名 

  条例第４条第３項に基づき、会長が田村委員を会長代理に指名する。 

 

９．常務委員会委員の指名 

  条例第６条第２項に基づき、会長が１号委員から白木委員と柴田委員を、２号委員か

ら山本委員と荒瀬委員を、３号委員から辻󠄀村委員を、４号委員から香川委員を、５号委

員から佐藤委員を、常務委員会委員に指名する。 

 

１０．常務委員会常務委員長の選定 

  運営規定第９条に基づき互選により、白木委員を常務委員会委員長と定める。 

   

１１．参考人の出席 

運営規程第６条に基づき、会長が他の委員一同の同意を得て、参考人として丸亀市、

坂出市、観音寺市、宇多津町及び綾川町の職員が出席することを認める。 

 

１２．議案第１号 

○議案第１号 中讃広域都市計画及び坂出都市計画下水道の変更について 

事務局が説明した後、全員一致により原案どおり可決される。（なお、質疑等はなし。） 

 

１３．議案第２号 

○議案第２号 建築基準法第２２条第１項の区域指定について 

事務局が諮問の内容を説明した後、全員一致により、案のとおり区域指定することに

異存なしと決する。（なお、質疑等はなし。） 

 

―  審 議 終 了  ― 


